
介護サービス事業所の指定を受けられる事業者 

及び介護サービス事業所を運営されている事業者の方へ 

 

「介護サービス情報の公表」の有効活用について 
 

介護サービス情報の公表」は義務です。 
報告をしなかったり、調査を拒否したりした場合は、 
介護保険法の規定により、所定の手続きを経て、 
指定等が取消しとなることがあります。 

 

１ 「介護サービス情報の公表」とは 

介護保険法第１１５条の３５に規定されています。介護サービス情報の公表については、介護サ

ービス事業所に関する基本的な情報とともにサービスの内容や運営などの取組状況に関する情報を

提供することにより、利用者がその情報を基に事業所を比較、検討し、主体的な選択ができるよう

支援すること、また、事業者においては、公表した情報を閲覧した利用者等がニーズにあったより

適切な事業所を選択することにより、事業者の努力が適切に評価され利用者から選択されることの

支援を目的として、平成１８年４月に設けられた制度です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 制度の概要 

・ 「報告」とは：公表システムを活用し、調査票に入力し送信する作業のこと。 

・ 「公表」とは：報告された調査票の内容を公表システムにより、広く一般に提供すること 

・ 「調査」とは：調査の対象となる事業所から報告された調査票の内容を、調査員が事業所を 

訪問し確認すること。 

 

３ 対象事業所 

 ・ 報告・公表は、全介護サービス事業所 

※ 計画の基準日（４月１日）前の 1年間において、介護サービスを提供しており、そのサービ

スの対価として支払を受けた金額（利用者 1割負担を含む。）が１００万円を超える事業所。 

 ・ 調査は、指定を受けてから３年以内の事業所（※ 調査には手数料がかかります） 

 

４ 調査の流れ  

  毎年度、知事が定める「計画」に基づいて実施します。 

計画には、対象となる事業所ごとの報告の期日、公表予定月、調査対象となる事業所は、調査予

定月や指定調査機関名などを定め、その内容を各事業所に指定情報公表センターからお知らせしま

す。 

 

 

事業者の役割 運営する事業所ごとに、その提供する「介護サービスの情

報」を都道府県に「報告」しなければならない 

都道府県の役割 ・報告された情報を「公表」しなければならない 

・必要に応じて公表の前に「調査」をすることができる 

厚生労働省が管理・運営する「介護サービス情報公表システム」を活用し、 

全国一律の内容で、報告や公表が実施されています。 

公表システムのアドレス http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/ 
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５ 調査手数料について 

(1) 北海道保健福祉部手数料条例に基づき徴収する。 

(2) 調査手数料の額 居宅系サービス  ２１，５００円／件 

施設系サービス  ２９，７００円／件 

   ※「通所介護」は、「居宅系サービス」になります。 

   ※消費税率の引き上げに伴い、上記金額に改正し１０月１日施行されます。 

 (3) 徴収の方法 

 調査を受ける事業所は、調査票提出後速やかに、専用の「貼付用紙」に「北海道収入証紙」を

貼付して道に送付してください。手数料の納付確認後に調査を行います。 

※手数料納付期限については、指定情報公表センターからお知らせします。 

 

６ 問い合わせ先 

  介護サービス情報の報告・調査・公表の実施に関しては 

   

    北海道介護サービス情報公表センター（社会福祉法人北海道社会福祉協議会内） 

        電話  ０１１－２１８－７５１６（直通） 

 

  制度全般及び手数料に関しては 

 

北海道保健福祉部高齢者支援局高齢者保健福祉課介護運営グループ 

 電話  ０１１－２０４－５１７６（直通） 

  


